
 

介介護護保保険険のの仕仕組組みみ  
『介護を社会全体で支え合う制度です』 

 

介護保険は、都城市が保険者として運営し、40 歳以上の方が加入しています。 

 65 歳の誕生月に介護保険被保険者証を交付しています。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40～64 歳の方 

【第 2 号被保険者】 

主に加齢に伴って生ずる特定

の病気（特定疾病）が原因で「要

介護・要支援認定」を受けた場

合に、介護保険サービスを利用

できます。 

特定疾病以外の場合は、介護

保険の対象外となります。 

  脳血管疾患 

  進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核 

変性症およびパーキンソン病 

  閉塞性動脈硬化症 

  関節リウマチ 

  慢性閉塞性肺疾患 

  両側の膝関節または股関節に著しい

変形を伴う変形性関節症 

  末期がん 

  早老症 

  筋萎縮性側索硬化症 

  後縦靭帯骨化症 

  骨折を伴う骨粗しょう症 

  多系統萎縮症 

  初老期における認知症 

  脊髄小脳変性症 

  脊柱管狭窄症 

  糖尿病性神経障害、糖尿病性

腎症および糖尿病性網膜症 

介護保険の特定疾病は下記の 16 種類に定められています。 

申請する際には主治医に該当する病気があるかお問い合わせください。 

都城市民 

（介護保険加入者） 

65 歳以上の方 

【第 1 号被保険者】 

介護や支援が必要であると

「要介護・要支援認定」を受

けた場合に、介護保険サービ

スを利用できます。 

相談 

支援 
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都城市（保険者） 

地域包括 

支援センター 

  要支援、要介護の認定 

  保険料の算定、徴収 

  保険証の交付 

  保険給付 

  地域支援事業を実施 

都城市にお住まいの高齢者が地域

で生活できるように支援する拠点で

す。 

  介護予防ケアマネジメント 

  在宅高齢者転倒予防住宅改修事業 

  総合相談窓口 

→詳細内容 P.39 

→連絡先 P.40 

介護サービス 

介護予防サービス 

提供事業者 

指定を受けた社会福祉法人、医

療法人、民間企業、非営利組織な

どがあります。 

介護保険サービスの提供を行っ

ています。 

サービス費用の１割・２割

または３割の支払い 

サービスの提供 

サービス費用の請求 
サービス費用の９割・８割

または７割の支払い 

連
携 

連
携 

介護保険料の納付 

要介護認定などの申請 

介護保険証の交付 

要介護認定の実施 

負担割合証の交付 
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